
安全保障関連法の適用 0運用に反対 し,そ の廃止を求める決議

第 1 決議の趣 旨

当会は,安全保障関連法の適用・運用に反対 し,国会に対 して,そ
の速やかな廃止 を求める。

第 2 決議の理由

1 平成 27年 9月 ,自 衛隊法等既存 10法 を一括 して改正す る「平和

安全法制整備法」 と新法である 「国際平和支援法」 (本決議 では,こ

れ ら二つの法律 を併せて 「安全保障関連法」 とい う)と が成立 し,こ

れ らは平成 28年 3月 末までに施行 される予定 となっている。

2 安全保障関連法が施行 され,政府がその適用・運用 を開始すれば ,

日本 は 自国が武力攻撃 を受けていない場合で も他国に対す る武力行

使を可能 とする集団的 自衛権の行使ができるよ うにな り,自 衛隊は他

国軍による武力行使 との一体化が懸念 されている後方支援活動や P

KO協 力活動 において武力行使 に至る危険のある駆 け付 け警護活動

に従事す ることが可能 となる。

このような安全保障関連法は,恒 久平和主義の理念の下,戦争放棄 ,

武力行使の禁止及び交戦権の否認等を定めた憲法 9条 に違反す る。

3 平成 26年 7月 ,政府は歴代内閣が 日本国憲法下において一貫 して

禁 じてきた集団的 自衛権の行使 を容認す る閣議決定を した。 この閣議

決定は厳格な憲法改正手続を定めた 日本国憲法 96条 を潜脱す るもの

であ り,立憲主義に反す るとして当会をは じめ多 くの批判 を浴びたに

もかかわ らず,政府は平成 27年 5月 ,国会に前記閣議決定を実現す

るための安全保障関連法案を提出 した。

その国会審議期間中には,衆議院憲法審査会の参考人 として出席 し

た 3名 の著名 な憲法学者全員が同法案 について憲法違反であると意

見を述べ,ま た,当 会のみな らず ,大 部分の憲法学者 ,元 内閣法制局

長官 ,元最高裁判所判事等のきわめて多 くの専門家が同法案の違憲性

を指摘 した。 さらに,こ れまで憲法問題や政治運動に関わることがな

かった学生や主婦等を含む多 くの市民か らも反対の声が上がった。



ところが,政府はこ うしたきわめて多 くの専門家か らの憲法違反の

指摘や市民か らの反対の声に対 しても十分な説明を行わず ,国 会にお

ける審議及び国民的議論 も不十分であつたにもかかわ らず ,同 法案の

採決が強行 され ,安全保障関連法が成立 した。

このような安全保障関連法の成立過程は, 日本国憲法の基本理念で

ある立憲主義及び国民主権原理 を蔑ろに してお り,民主主義を踏みに

じるものである。

4  以上のとお り,集団的 自衛権の行使等を容認 した安全保障関連法は ,

日本国憲法の基本理念である恒久平和主義に反 し,そ の理念の下に規

定された憲法 9条 に違反 している。そ して,安全保障関連法の成立過

程は,立 憲主義に反す るものである。

第 3 結論

よつて,当 会は,政府が安全保障関連法を適用・運用す ることに反

対 し,国 会に対 して,そ の速やかな廃止を求める。

以上のとお り決議す る。
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